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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成26年4月24日(2014.4.24)

【公表番号】特表2013-527027(P2013-527027A)
【公表日】平成25年6月27日(2013.6.27)
【年通号数】公開・登録公報2013-034
【出願番号】特願2013-503211(P2013-503211)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  29/80     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  35/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/28     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/10     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ  29/80    ＺＡＢＡ
   Ｂ０１Ｊ  35/04    ３０１Ｚ
   Ｂ０１Ｄ  53/36    １０２Ｃ
   Ｂ０１Ｄ  53/36    １０２Ｈ
   Ｂ０１Ｄ  53/36    １０３Ｃ
   Ｆ０１Ｎ   3/28    ３０１Ｐ
   Ｆ０１Ｎ   3/10    　　　Ａ
   Ｆ０１Ｎ   3/08    　　　Ｂ
   Ｆ０１Ｎ   3/28    ３０１Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成26年3月6日(2014.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＦＩ構造型の１以上のゼオライト類と、
　ＣＨＡ構造型の１以上のゼオライト類と、を含み、
　ＭＦＩ構造型の１以上のゼオライト類の少なくとも一部は鉄（Ｆｅ）を含み、かつＣＨ
Ａ構造型の１以上のゼオライト類の少なくとも一部が銅（Ｃｕ）を含むことを特徴とする
触媒。
【請求項２】
　ＭＦＩ構造型の１以上のゼオライト類の質量比が、ＣＨＡ構造型の１以上のゼオライト
類に対して、１：１０～１０：１の範囲内であることを特徴とする請求項１に記載の触媒
。
【請求項３】
　１以上のゼオライト類が、それぞれのゼオライト構造中にＡｌ及びＳｉの双方を含有す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の触媒。
【請求項４】
　ＭＦＩ構造型の１以上のゼオライト類においてアルミナに対するシリカのモル比（ＳＡ
Ｒ）が５～１５０の範囲内であることを特徴とする請求項３に記載の触媒。
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【請求項５】
　ＣＨＡ構造型の１以上のゼオライト類においてアルミナに対するシリカのモル比（ＳＡ
Ｒ）が５～１００の範囲内であることを特徴とする請求項３または４に記載の触媒。
【請求項６】
　ＭＦＩ構造型の１以上のゼオライト類に含有されるＦｅの量が、１以上の上記ゼオライ
ト類の質量を基準として０．１～１５質量％の範囲内であることを特徴とする請求項１～
５のいずれか１項に記載の触媒。
【請求項７】
　ＣＨＡ構造型の１以上のゼオライト類に含有されるＣｕの量が、１以上の上記ゼオライ
ト類の質量を基準として０．０５～１５質量％の範囲内であることを特徴とする請求項１
～６のいずれか１項に記載の触媒。
【請求項８】
　上記触媒は、１以上のゼオライト類が施された基体をさらに有することを特徴とする請
求項１～７のいずれか１項に記載の触媒。
【請求項９】
　基体は、フロースルー基体及びウォールフロー基体からなるグループから選択されるこ
とを特徴とする請求項８に記載の触媒。
【請求項１０】
　触媒は、基体に施された１以上の層を含み、
　ゼオライト類が単一の層または２以上の分離層に含まれることを特徴とする請求項８ま
たは９に記載の触媒。
【請求項１１】
　ＭＦＩ構造型の１以上のゼオライト類、ＣＨＡ構造型の１以上のゼオライト類のいずれ
か、またはＭＦＩ構造型の１以上のゼオライト類及びＣＨＡ構造型の１以上のゼオライト
類の双方がそれぞれ、０．１～５．０ｇ／ｉｎ３の負荷量内で触媒中に存在することを特
徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の触媒。
【請求項１２】
　上記触媒は、内燃機関を有する排気ガス処理システム、及び内燃機関と流体伝達を行う
排気ガス導管に含まれ、
　上記触媒は、排気ガス導管内に存在することを特徴とする請求項１～１１のいずれか１
項に記載の触媒。
【請求項１３】
　内燃機関及び該内燃機関と流体伝達を行う排気ガス導管を備えた排気ガス処理システム
であって、
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の触媒を排気ガス導管中に含むことを特徴とする
排気ガス処理システム。
【請求項１４】
　酸化触媒及び／または触媒煤フィルタ（ＣＳＦ）をさらに含み、
　酸化触媒は、内燃エンジンがディーゼルエンジンである場合においてディーゼル酸化触
媒（ＤＯＣ）であることを特徴とする請求項１３に記載の排気ガス処理システム。
【請求項１５】
　ＮＯＸを含むガス流を処理する方法であって、
　上記ガス流は、請求項１～１１のいずれか１項に記載の触媒を覆うように及び／または
通過させるように誘導する工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　上記ガス流は、
　アンモニア及び／または尿素を含有することを特徴とする請求項１５に記載のＮＯＸを
含有するガス流の処理方法。
【請求項１７】
　触媒に接触する前のガス流に含有されるＮＯ２含有量が、ＮＯＸの１００質量％を基準
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として８０質量％またはそれ以下であることを特徴とする請求項１５または１６に記載の
ＮＯＸを含有するガス流の処理方法。
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